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廃棄物処理システムにおけるエネルギー利活用・脱炭素化対策支援事業

事業イメージ

委託事業

○2015年のパリ協定を受けて、2030年度の温室効果ガス排出量を26％削減

するため、廃棄物分野においても一層の脱炭素・省CO2対策が喫緊の課題と

なっている。そこで廃棄物処理システム全体の脱炭素化・省CO2対策を促進

するため、各種検討調査を行いガイダンスを策定する。また、今後、廃棄物

処理施設の更新時期を迎える市区町村等に対し地域エネルギーセンター化の

気運を醸成するための取組を行い、脱炭素化・地域経済の活性化を進める。

○国内全体の労働力人口が減少し、担い手不足等が課題となっている中、

IoT・AI等を活用した収集作業ルートの効率化・ごみ集積所の最適化システ

ムの構築を行い、脱炭素化や担い手不足の解消を図るモデル事業を実施する。

①廃棄物処理システムにおける脱炭素・省CO2対策普及促進事業

（技術評価・ガイダンス策定・プッシュ型周知事業） （260百万円）

②先端的な情報通信技術等を活用した廃棄物処理システム脱炭素化支援事業

（収集運搬ルート等の最適化・効率化モデル事業） （100百万円）

① 地域の特性に応じた最適な一連の廃棄物処理システムにおける脱炭素・省CO2対策を検証・提案してガイダンスを

策定する。また、市区町村が地域のエネルギーセンター化を進めていく上で効率的な情報収集の仕組みを構築する。

② 市町村の一般廃棄物収集運搬業務において、先端的な情報通信技術等を活用した収集運搬ルートの効率化・最適化

モデル事業を実施し、その成果を市町村へ水平展開し、脱炭素化の取組を進める。

廃棄物処理工程一連で廃棄物エネルギー利活用・脱炭素化を促進する廃棄物処理システムを構築します。

【令和２年度要求額 360百万円（300百万円）】

民間団体

平成30年度～令和3年度

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 電話：03-5521-9273

■委託先

廃棄物処理システムにおける脱炭素・省CO2対策普及促進

・排出削減 ・収集運搬 ・中間処理 ・再生利用 ・最終処分

〇廃棄物処理の各段階での脱炭素化技術のリストアップ及び実装可能性の調査（技術評価）、廃棄物
処理システムにおける脱炭素・省CO2対策の検証・提案及びその実現可能性調査

○中間処理に関する処理システム、廃棄物エネルギー利活用に関する取り組みを先行して横展開

□市街地収集効率の最大化

□次世代エネルギー活用

□地域資源との連携 等

廃棄物

処理

システム

（例）

□熱回収・電力供給の最大化

□次世代エネルギーの創出

□地域産業との連携 等

□電力活用システムの高度化

□次世代エネルギーの供給

□地域産業との連携、地域還元

各メニューを組み合わせて、地域特性に応じた廃棄物処理システム脱炭素ガイダンスを作成

収集運搬ルート等
の最適化・効率化

ごみの発生量・種類・場所等

ごみ焼却施設

ごみ収集

収集等の状況に係るデータ取得

多種多様なまちの様態別に対応した汎用性の高いモデルを構築

データに基づく現状の解析

シミュレーション・課題抽出

フィードバックシステム実走・検証

AI・IoTを活用した収集運搬ルート等の最適化・効率化

○特に脱炭素化を核として中間処理
における廃棄物エネルギー利活用
の取り組みについては、先行して
横展開していく。


